
 

 

１ 計画の位置付け等 

（1）医療法の規定に基づく計画であり、本県における医療従事者や医療提供体制の確保を図

るための計画です。（第30条の4第1項、第30条の12第1項） 

（2）「香川県新世紀基本構想―みどり・うるおい・にぎわい創造プラン」に基づく行動計画

です。 

（3）本計画の期間は、平成２０年４月1日から平成２５年３月３１日までとします。 

 

２ 基本理念 

  県民の医療に対する安心、信頼の確保を目指し、医療機能の分化・連携を推進すること

を通じて、各地域において切れ目のない医療の提供を実現することにより、良質かつ適切

な医療を効率的に提供する体制の確保を図ることを基本理念とします。 

 

３ 取組の方向性 

（1）患者や県民に医療に関する情報を積極的に提供します。 

（2）県民が安心して医療を受けられる環境を整備します。 

（3）保健医療従事者の養成･確保を推進します。 

（4）地域の実状に即した医療提供体制の整備・充実を推進します。 

（5）医療連携体制の構築を推進します。 

 

４ 計画の主な内容 

(1) 医師等の医療従事者の確保と資質の向上 

 ① 医師及び歯科医師について 

  ・ 生涯の各ステージに応じた医師確保対策を推進します。 

  ・ 医師の地域間格差・診療科間格差を是正します。  

  ・ 二次保健医療圏域間のバランスを考慮した歯科医師の養成・確保に努めます。 

 ② 看護職員について 

  ・ 「養成」、「離職の防止」、「再就業の支援」を推進します。 

  ・ 関係機関との連携のもと、看護職員の生涯学習を推進します。 

(2) 疾病・事業ごとの医療連携体制の構築 

県民だれもが、いつでも、どこでも身近な地域で症状に合った適切な医療をより効率的に受

けることができるようにするためには、 

 ・ 患者や県民に対して、各医療機関等における実施可能な治療内容等の情報を積極的に提供

するとともに、 

 ・ 病院や診療所、歯科診療所、薬局等が、それぞれ機能分化を進め、相互に有機的に連携、

補完しあいながら対応することが重要です。 

 ① 住民・患者への情報提供 

    専門医の配置や対応可能な治療内容など、各医療機関が有する機能を県民に分かりやす

い形で提供します。 

 ② ４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）に関する医療連携体制の構築 

  ・ ４疾病に関する医療連携体制の望ましい姿を明示します。 

  ・ 各段階における医療を担う医療機関の名称を､別途インターネット等で公表します｡ 
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4疾病に求められる予防・医療の流れの概略 

①がんに求められる予防・医療の流れの概略

○手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療の実施
○ 初期段階からの緩和ケア、緩和ケアチームによる専門的な緩和ケア
○ 身体症状、精神心理的問題の対応を含めた全人的な緩和ケア 等
※ さらに、がん診療連携拠点病院としては

院内がん登録、相談支援体制、地域連携支援 等

専門的ながん診療③

○生活の場での療養の支援

○緩和ケアの実施等

在宅療養支援⑤

紹介・転院・退院時の連携

○ 精密検査や確定診断等の実施
○診療ガイドラインに準じた診療
○初期段階からの緩和ケア

標準的ながん診療④

○ 専門治療後のフォローアップ
○ 疼痛等身体症状の緩和、精神心理
的問題 の対応 等

○ がん発症リスク 低減

○ 検診受診率の向上

予防①②

発見

経過観察・合併症併発・再発時の連携

〇服薬指導
〇訪問薬剤管理指導等

薬 局

〇口腔管理
〇口腔機能ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 等

歯科医療⑥

在宅等での生活

在宅療養支援

 

 

 

②脳卒中に求められる予防・医療の流れの概略

○ 脳卒中の発症
予防

発症予防①

救
急
搬
送

発症
救
急
要
請

転院・退院時連携

転
院
時
連
携

○維持期のリハビリテ－ション実施

○在宅等への復帰及び日常生活継
続を支援

日常生活への復帰及び維持の
ためのリハビリテーション⑤

○在宅療養支援

○ 希望する患者に対する看取り

生活の場における
療養支援⑥

○ 回復期のリハビリテ－ショ

ン実施

○ 再発予防治療、基礎疾患・
危険因子の管理

身体機能を回復させる
リハビリテーション④

退院時連携

退院・退所・通院、在宅療養支援

在宅等での生活
ケアハウス、有料老人ホーム等
多様な居住の場を含む

〇

口
腔
管
理

等

歯科医療

⑦
○ 来院後１時間以内の
専門的治療開始

○ 急性期のリハビリテー
ション実施

救急医療③

リハビリテーション時連携

〇服薬指導
〇訪問薬剤
管理指導等

薬 局

応
急
手
当
・

病
院
前
救
護
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口
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③急性心筋梗塞に求められる予防・医療の流れの概略

○ 来院後30分以内の専門的
治療開始

○ 急性期の心臓リハビリテー
ション実施

○ 再発予防の定期的専門検
査の実施

救急医療③

○ 急性心筋梗塞の
発症予防

発症予防①

救
急
搬
送

発症
救
急
要
請

経過観察・合併症併発・再発の連
携

○ 再発予防治療

○ 基礎疾患・危険因
子の管理

○ 在宅療養の継続
支援

再発予防⑤

○ 回復期の心臓リハビリテ－
ション実施

○ 再発予防治療、基礎疾患・
危険因子の管理

○ 在宅等への復帰支援

身体機能を回復させる
心臓リハビリテーション④

在宅等での生活
ケアハウス、有料老人ホーム等
多様な居住の場を含む

退院時連携

〇 服薬指導
〇 訪問薬剤管
理指導 等

薬局

〇 口腔管理等

歯科管理

応
急
手
当
・

病
院
前
救
護
②

退院、通院、在宅療養支援

 

 

 

血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

（
不
可
）

（
優
）

④糖尿病に求められる予防・医療の流れの概略

○ 血糖コントロール不可例に対する
指標改善のための教育入院等、
集中的な治療の実施

専門治療② ○ 糖尿病の慢性合併症の専門的な治
療の実施

・糖尿病網膜症
・糖尿病腎症
・糖尿病神経障害 等

慢性合併症治療③

○ 糖尿病昏睡等 急性合併症の治療の実施

急性増悪時治療④

転院・退院時連携

血糖コントロール不可例の連携
紹介時・治療時連携

健康診査等
による糖尿
病の早期発
見

紹介・
治療時
連 携

○ 糖尿病の診断及び生活習慣病の指導

○ 良好な血糖コントロール評価を目指した治療

初期・安定期治療(在宅医療を含む)①

治
療
時
連
携

〇

口
腔
管
理
（歯
周
病
治
療
）

等〇

服
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歯科

医療

⑤

 

 



 ③ ４疾病以外の疾病に関する施策の推進 

    精神保健医療、結核・感染症、臓器等移植、難病、アスベスト対策については、それぞ

れの状況を踏まえた上で、各般の対策を推進します。 

 ④ ５事業（小児医療、周産期医療、救急医療、災害医療、へき地医療）と在宅医療施策の推

進 

    いわゆる５事業については、それぞれの状況を踏まえた上で、各般の対策を推進します。 

  ア 小児医療については、小児科医の確保に努めるとともに、小児救急電話相談事業の拡充

について検討をします。 

  イ 周産期医療については、産科医の確保に努めます。 

  ウ 救急医療については、従来からの取組を着実に推進するほか、県西部の三次救急医療体

制を整備します。 

  エ 災害医療については、医療機関だけでなく、消防や自衛隊など、関係機関との連携推進

に努めます。 

  オ へき地医療については、へき地で診療に従事する医師を確保するとともに、へき地医療

への支援体制を充実します。 

  カ 在宅医療・在宅歯科医療については、地域の医療、歯科医療、看護、薬局、介護施設の

連携強化を推進するとともに、携わる人材の育成を推進します。 

 ⑤ 歯科保健医療施策の推進 

  ・ 歯科保健については、生涯の各ステージに応じた対策を推進するとともに、特定健診・

特定保健指導と連携を図った歯科保健指導を推進します。 

  ・ 歯科医療体制の整備については、歯科医療における病診連携・診診連携を図るほか、４

疾病に関する医療連携体制に参画するなど、医科との連携も推進します。 

 ⑥ 医薬等施策の推進 

  ・ かかりつけ薬局の普及啓発を図るほか、休日・夜間の対応を含めて地域の実情にあった

医薬分業の推進に努めます。 

   

(3) 医療安全対策の推進 

 ・医療安全に関する各種情報を医療機関や医療関係団体へ周知します。 

・県等における医療相談の実施のほか、各病院等における患者相談窓口の設置を促進します。 

 

(4）将来の保健医療体制の姿と保健医療計画による事業の推進 

 ① 疾病又は事業ごとに、良質かつ適切な医療を提供する体制について、事後に定量的な

比較評価を行えるよう、本県の実状に応じた数値目標を設定します。 

 ② 目標の実現に向けて、県、市町、医療提供施設の開設者、県民・患者のそれぞれが主

体的に取り組むこととしています。県では、必要に応じ香川県医療審議会等で議論いた

だくとともに、特に4疾病5事業について、計画推進のための協議の場を順次設けるな

ど、円滑な連携が推進されるよう努めます。 

 

 (5) 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組 

  保健・医療・介護（福祉）の連携、健康づくり運動や食育の推進、高齢者、障害者及び 

母子保健福祉対策等に取り組みます。 

 

 



 

５ 二次保健医療圏及び基準病床数の設定状況 

 

 (1)二次保健医療圏 

   下図のとおりです。なお、第四次計画からの変更はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)基準病床数（※既存病床数は平成19年12月末現在） 

  下表のとおりです。 

病床の種別 圏域名 基準病床数（床） 既存病床数（床） 

大川保健医療圏 ５０５ ８７９ 

小豆保健医療圏 ２３７ ４０５ 

高松保健医療圏 ４，６３４ ５，５５２ 

中讃保健医療圏 ２，９２６ ３，６６４ 

三豊保健医療圏 １，１７６ ２，１６６ 

療 養 病 床 

 

及   び 

 

一 般 病 床 
計 ９，４７８ １２，６６６ 

精 神 病 床 県  全  域 ３，５０１ ３，８３１ 

結 核 病 床 県  全  域 ９９ １３５ 

感 染 症 病 床 県  全  域 ２８ １８ 

 

 

小豆保健医療圏 

大川保健医療圏 

高松保健医療圏 

中讃保健医療圏 

三豊保健医療圏 

二次保健医療圏圏域図 


